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菱
自
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問
題
で
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組
も
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罪
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東京・品川の三菱自工本社が入居するビル 

　
三
菱
自
動
車
工
業
、
三
菱
ふ
そ
う
ト
ラ
ッ

ク
・
バ
ス
の
リ
コ
ー
ル
問
題
で
、
グ
ル
ー
プ

の
労
働
組
合
を
束
ね
る
「
三
菱
自
動
車
労
働

組
合
連
合
会
」
（
早
川
勝
治
会
長
）
と
傘
下

の
「
三
菱
自
動
車
工
業
労
働
組
合
」
（
水
川

敏
秋
委
員
長
）
、
「
三
菱
ふ
そ
う
ト
ラ
ッ
ク
・

バ
ス
労
働
組
合
」
（
大
泉
康
夫
委
員
長
）
の

両
労
組
は
七
月
一
三
日
、
一
連
の
事
件
に
対

し
連
名
で
謝
罪
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
連
合
の

笹
森
清
会
長
に
届
け
た
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
な

か
で
三
労
組
は
、
労
働
組
合
と
し
て
も
「
そ

の
当
事
者
と
し
て
猛
省
す
る
」
「
弁
解
の
余

地
も
な
い
」
と
深
く
陳
謝
し
た
。 

　
三
労
組
が
笹
森
会
長
に
届
け
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、
「
三
菱
自
動
車
、
三
菱
ふ
そ
う
ト
ラ

ッ
ク
・
バ
ス
の
リ
コ
ー
ル
に
係
わ
る
一
連
の

事
態
に
つ
い
て
　
お
詫
び
と
再
発
防
止
に
向

け
た
決
意
」
（
以
下
「
お
詫
び
と
決
意
」
と

略
）
と
題
し
、
Ａ
４
紙
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る

も
の
。
冒
頭
、
一
連
の
不
祥
事
に
つ
い
て
「
国

民
の
み
な
さ
ま
、
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
の
み
な

さ
ま
、
あ
わ
せ
て
連
合
に
集
う
労
働
組
合
の

仲
間
の
み
な
さ
ま
に
多
大
な
る
ご
迷
惑
と
ご

心
配
を
お
か
け
い
た
し
て
お
り
ま
す
こ
と
、

深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
」
と
謝
罪
。
ま

た
、
二
〇
〇
二
年
一
月
横
浜
の
母
子
死
傷
事

故
、
同
一
〇
月
山
口
の
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
死

亡
事
故
の
両
被
害
者
に
対
し
哀
悼
の
意
を
表

し
た
。 

　
事
件
に
対
す
る
労
働
組
合
の
見
解
と
し
て

は
、
「
死
傷
事
故
に
つ

な
が
る
『
品
質
問
題
』

は
自
動
車
産
業
の
一
員

と
し
て
、
絶
対
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

る
と
い
う
認
識
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
『
隠
蔽
』

『
虚
偽
』
と
い
う
企
業

と
し
て
の
『
遵
法
精
神
』

が
全
く
欠
如
し
て
い
る

こ
と
の
重
大
性
を
考
え

る
と
極
め
て
遺
憾
で
あ

り
、
安
全
を
最
優
先
し

な
か
っ
た
旧
経
営
陣
の

責
任
の
重
さ
は
計
り
知

れ
な
い
も
の
」
と
、
退

陣
し
た
旧
経
営
陣
の
責
任
を
強
く
追
及
。
た

だ
一
方
で
、
労
組
と
し
て
経
営
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
『
二
〇

〇
〇
年
の
リ
コ
ー
ル
隠
し
』
の
際
、
全
て
を

洗
い
出
せ
ず
、
再
び
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
労
働
組
合

と
し
て
『
お
客
様
第
一
』
『
風
通
し
の
よ
い

職
場
風
土
づ
く
り
』
を
最
重
要
課
題
と
し
て
、

都
度
の
労
使
協
議
に
お
い
て
建
議
し
努
力
し

て
き
た
だ
け
に
、
そ
の
当
事
者
と
し
て
猛
省

す
る
と
と
も
に
、
弁
解
の
余
地
も
あ
り
ま
せ

ん
」
と
組
合
側
の
非
も
認
め
て
い
る
。 

 

今
回
の
事
件
以
降
、
三
菱
自
動
車
労
連
、

自
工
労
組
、
ふ
そ
う
労
組
は
、
中
央
労
使
会

議
や
労
使
協
議
の
な
か
で
、
経
営
側
に
対
し

て
、
①
一
刻
も
早
い
事
実
解
明
と
社
会
・
組

合
員
へ
の
透
明
性
あ
る
説
明
責
任
の
遂
行
②

お
客
様
の
安
全
第
一
を
考
え
た
販
売
会
社
と

一
体
と
な
っ
た
迅
速
な
市
場
措
置
の
対
応
③

再
発
防
止
に
む
け
た
意
識
改
革
、
品
質
管
理

体
制
、
開
発
品
の
品
質
向
上
な
ど
抜
本
的
改

革
の
ア
ク
シ
ョ
ン
④
経
営
責
任
の
所
在
の
明

確
化
と
厳
正
な
対
応
⑤
企
業
改
革
に
対
す
る

チ
ェ
ッ
ク
・
フ
ォ
ロ
ー
機
能
強
化
に
向
け
た

労
働
組
合
の
監
査
的
参
画
の
検
討
―
―
な
ど

を
強
く
申
し
入
れ
て
き
た
と
い
う
。 

 

こ
れ
に
対
し
三
菱
ふ
そ
う
は
四
月
、
旧
経

営
体
制
と
の
完
全
決
別
を
宣
言
し
、
役
員
を

刷
新
。
社
外
有
識
者
を
交
え
た
「
品
質
諮
問

委
員
会
」
、
中
堅
社
員
中
心
に
よ
る
「
企
業

風
土
改
革
推
進
委
員
会
」
を
設
置
し
た
。
一

方
、
三
菱
自
動
車
も
、
社
外
有
識
者
を
リ
ー

ダ
ー
と
す
る
「
企
業
倫
理
委
員
会
」
や
「
Ｃ

Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
推
進
本
部
」

な
ど
を
設
置
し
、
経
営
建
て
直
し
に
向
け
て

再
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
て
い
る
。 

 

三
菱
自
動
車
労
連
で
は
今
後
、
従
来
の
慣

習
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
現
場
に
根
ざ
し
た
職

場
組
合
員
の
意
見
を
「
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
」
で

と
り
ま
と
め
、
「
市
場
情
報
へ
の
迅
速
対
応
」

「
品
質
向
上
」
に
向
け
経
営
に
関
す
る
建
議

を
積
極
的
に
経
営
側
に
行
う
方
針
。
組
合
員

の
雇
用
に
つ
い
て
は
「
『
雇
用
機
会
の
絶
対

確
保
』
を
念
頭
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
行
う
」

と
「
お
詫
び
と
決
意
」
の
な
か
で
表
明
し
て

い
る
。 

 

「
お
詫
び
と
決
意
」
を
う
け
連
合
は
七
月

一
五
日
、
草
野
忠
義
事
務
局
長
の
談
話
を
発

表
し
た
。
談
話
は
両
社
に
対
し
「
責
任
の
重

さ
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
、
徹
底
的
な
事

実
解
明
と
再
発
防
止
へ
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を

誠
実
か
つ
着
実
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
当
該
労
働
組
合
と
し
て
も
強

く
自
覚
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
連
合

と
し
て
も
こ
の
こ
と
を
改
め
て
強
く
求
め
る
」

と
強
調
。
企
業
の
社
会
的
責
任
を
チ
ェ
ッ
ク

し
て
い
く
こ
と
は
労
働
組
合
の
当
然
の
役
割

で
あ
り
、
他
の
組
合
も
今
回
の
事
件
を
他
山

の
石
と
し
て
、
「
自
ら
の
問
題
と
し
て
再
度

捉
え
直
す
作
業
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
し
て
い
る
。 

　
　
　
　
　
　 

（
調
査
部
　
荒
川
創
太
） 
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導
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を
後
押
し
 

長
期
休
暇
 

Business Labor Trend  2004.9

長期休暇制度を導入している大阪ガスの本社 

　
厚
生
労
働
省
は
現
行
の
連
続
休
暇
と
は
別

に
、
使
途
を
限
定
し
な
い
一
年
以
上
の
新
た

な
長
期
休
暇
制
度
の
導
入
を
促
進
す
る
。
労

働
基
準
局
勤
労
者
生
活
部
長
の
私
的
研
究
会

「
職
業
生
活
活
性
化
の
た
め
の
年
単
位
の
長

期
休
暇
制
度
等
に
関
す
る
研
究
会
」（
座
長
＝

今
野
浩
一
郎
・
学
習
院
大
学
教
授
）
が
、
制

度
の
モ
デ
ル
案
を
報
告
書
に
ま
と
め
た
。 

 

モ
デ
ル
案
に
よ
れ
ば
、
休
暇
中
は
原
則
無

給
。
と
は
い
え
企
業
に
は
制
度
の
導
入
経
費

を
は
じ
め
代
替
人
材
の
調
達
コ
ス
ト
も
か
か

る
一
方
、
個
人
に
と
っ
て
は
生
活
費
を
ど
う

工
面
す
る
か
が
最
大
の
ネ
ッ
ク
に
な
る
。
同

省
は
モ
デ
ル
案
や
先
進
事
例
を
も
と
に
制
度

の
普
及
に
努
め
る
考
え
で
、「
休
暇
時
の
生
活

費
を
融
資
す
る
制
度
の
創
設
な
ど
環
境
整
備

に
つ
い
て
、
財
形
制
度
の
活
用
な
ど
も
含
め

今
後
、
政
策
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」

（
勤
労
者
生
活
課
）
と
し
て
い
る
。 

   

長
期
休
暇

を
充
電
期
に 

 

報
告
書
は
労
働
者
が
失
業
や
予
期
せ
ぬ
処

遇
の
変
化
に
見
舞
わ
れ
、
生
涯
を
見
通
し
安

心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
な
く
な
る
と
と
も
に
、

ス
ト
レ
ス
も
増
大
し
て
い
る
と
指
摘
。
フ
ラ

ン
ス
の
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
休
暇
や
ベ
ル
ギ
ー
の

タ
イ
ム
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
、
イ
ギ
リ
ス
の
ワ

ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
施
策
な
ど
を
参

考
に
、
仕
事
に
追
わ
れ
る
職
業
生
活
か
ら
ま

と
ま
っ
た
期
間
離
れ
、
大
学
院
で
学
び
直
し

た
り
地
域
活
動
に
参
加
し
た
り
で
き
る
長
期

休
暇
制
度
の
導
入
が
必
要
と
提
言
し
て
い
る
。 

 

報
告
書
は
、
制
度
の
モ
デ
ル
案
と
し
て
「
一

定
期
間
以
上
の
勤
続
者
」（
例
え
ば
一
〇
年
程

度
）
を
対
象
に
、「
今
後
の
職
業
生
活
に
必
ず

し
も
直
接
係
わ
る
こ
と
に
限
定
せ
ず
、
個
人

の
主
体
的
な
判
断
の
も
と
に
行
う
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
」
に
つ
い
て
、「
少
な
く
と
も
一
年
以

上
」
の
休
暇
を
付
与
す
る
フ
レ
ー
ム
を
提
示

し
て
い
る
。
企
業
に
は
雇
用
関
係
の
継
続
を

保
障
し
、
休
暇
終
了
後
の
処
遇
に
不
利
益
を

生
じ
な
い
よ
う
な
配
慮
を
求
め
る
一
方
、
休

暇
中
は
「
基
本
的
に
無
給
が
一
般
的
」
と
の

見
解
を
示
し
つ
つ
、
具
体
的
に
は
労
使
で
客

観
的
な
基
準
を
設
定
す
べ
き
と
し
て
い
る
。 

   

大
阪

ガ
ス
の
事
例 

　
わ
が
国
で
こ
う
し
た
長
期
休
暇
制
度
を
導

入
し
て
い
る
企
業
は
稀
で
、
大
阪
ガ
ス
は
そ

の
数
少
な
い
事
例
の
一
つ
。 

 

産
業
用
の
大
口
料
金
が
自
由
化
さ
れ
る
な

ど
の
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
、
ガ
ス
供
給
事
業

は
競
争
が
激
化
し
て
い
る
。
同
社
も
業
務
の

効
率
化
を
急
い
で
お
り
、
〇
五
年
度
末
時
点

で
約
一
〇
〇
〇
人
の
余
剰
人
員
が
出
る
見
込

み
だ
。
転
籍
や
採
用
抑
制
な
ど
従
来
の
雇
用

調
整
策
に
加
え
、
長
期
休
暇
な
ど
の
自
己
選

択
肢
の
拡
大
に
よ
り
「
一
種
の
ワ
ー
ク
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
効
果
」
を
ね
ら
う
。 

 

長
期
休
暇
制
度
は
昨
年
四
月
に
ス
タ
ー
ト

し
た
。
資
格
取
得
、
留
学
、
大
学
・
大
学
院

進
学
と
い
っ
た
「
自
己
啓
発
」
や
、
介
護
擁

護
活
動
、
国
際
協
力
活
動
な
ど
の
「
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
社
会
貢
献
」
を
目
的
に
、
最
長
四

年
の
休
暇
（
満
五
〇
歳
未
満
は
一
年
以
上
四

年
以
下
、
満
五
〇
歳
以
上
五
五
歳
未
満
は
二

年
以
下
）
を
認
め
る
。
対
象
は
満
五
五
歳
未

満
で
勤
続
満
五
年
以
上
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
目

的
の
場
合
は
三
年
以
上
）
の
社
員
約
七
一
〇

〇
人
。
休
暇
を
取
る
に
は
三
カ
月
前
ま
で
に

申
請
し
、
組
織
長
に
提
出
し
て
承
認
を
得
る

必
要
が
あ
る
。 

 
休
暇
中
は
休
職
扱
い
で
無
給
。
勤
続
年
数

に
も
通
算
さ
れ
ず
、
社
会
保
険
料
の
本

人
負
担
分
は
自
己
負
担
に
な
る
。
だ
が

人
事
部
へ
の
定
期
的
な
近
況
報
告
を
条

件
に
、
自
己
実
現
援
助
金
と
し
て
年
収

の
四
分
の
一
（
給
与
の
三
分
の
一
、
賞

与
の
一
〇
分
の
一
）
相
当
が
支
給
さ
れ

る
。
会
社
に
届
け
出
れ
ば
、
ア
ル
バ
イ

ト
な
ど
の
副
業
も
可
能
だ
。 

 

導
入
か
ら
一
年
を
経
て
、
こ
れ
ま
で

に
八
人
が
休
暇
を
申
請
し
た
。
休
暇
の

使
い
途
は
、
①
障
害
者
デ
イ
ケ
ア
施
設
で
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
三
九
歳
男
性
、
四
年
間
）

②
サ
ッ
カ
ー
指
導
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
三
三

歳
男
性
、
四
年
間
）
③
米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

大
学
大
学
院
で
機
械
工
学
の
研
究
（
四
七
歳

男
性
、
二
年
間
）
④
税
理
士
（
四
〇
歳
男
性
、

三
年
間
）、
保
育
士
（
二
九
歳
女
性
、
二
年

間
）、
弁
理
士
（
二
九
歳
男
性
、
四
年
間
）

の
資
格
取
得
⑤
法
科
大
学
院
進
学
（
三
〇
歳

男
性
、
三
年
間
）
―
―
と
い
っ
た
具
合
で
総

じ
て
自
己
啓
発
が
多
い
。 

 

「
必
ず
し
も
原
職
復
帰
さ
せ
る
も
の
で
は

な
い
」
と
い
う
取
り
決
め
の
た
め
、
取
得
者

に
不
安
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
「
今

や
ら
な
い
と
後
悔
す
る
」
と
の
思
い
で
申
請

し
た
人
が
目
立
つ
。 

 

会
社
側
に
も
リ
ス
ク
は
あ
る
。
長
期
休
暇

を
希
望
す
る
よ
う
な
社
員
は
仕
事
に
意
欲
的

な
人
が
多
く
、
業
績
の
一
時
的
な
低
下
は
否

定
で
き
な
い
か
ら
だ
。
ま
た
貯
蓄
を
取
り
崩

し
て
ま
で
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
だ
け
に
、

会
社
へ
の
復
帰
も
未
知
数
の
部
分
が
あ
る
。 

 

厚
労
省
が
三
月
に
開
い
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
報
告
し
た
同
社
人
事
部
グ
ル
ー
プ
人
事
チ

ー
ム
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
小
島
一
哉
氏
に
よ
れ
ば
、

新
聞
報
道
を
見
た
顧
客
か
ら
「
年
収
三
〇
〇

万
円
と
言
わ
れ
る
時
代
に
何
と
い
う
制
度
を

つ
く
る
の
か
」
と
批
判
の
投
書
も
あ
っ
た
と

い
う
。
長
期
休
暇
制
度
を
労
使
の
オ
プ
シ
ョ

ン
の
一
つ
に
加
え
る
に
は
、
社
会
全
体
の
理

解
の
醸
成
が
不
可
欠
だ
。 

　
　
　
　
　 

（
調
査
部
・
渡
邊
木
綿
子
） 


